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夏
の
交
通
安
全
運
動

危
険
行
為
を
繰
り
返
す
自
転
車
運
転
者
に

「
自
転
車
運
転
講
習
」の
受
講
が
義
務
と
な
り
ま
し
た

電
話
de
詐
欺
の
前
兆
電
話
に
注
意
！

第
66
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

〜
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
〜

　
７
月
10
日
㈰
か
ら
19
日
㈫
ま
で
、

「
ゆ
っ
く
り
と　
マ
ナ
ー
を
乗
せ

て　
踏
む
ペ
ダ
ル
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
、
夏
の
交
通
安
全
運
動
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
海
水
浴
な
ど
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン

の
た
め
、
交
通
量
の
増
加
な
ど
に

よ
る
事
故
の
多
発
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
「
事
故
を
起
こ
さ
な
い
」
だ
け

で
な
く
「
事
故
に
遭
わ
な
い
」
た

め
に
も
、
一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル

ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
、
交
通
事

 

平
成
27
年
６
月
１
日
の
改
正
道

路
交
通
法
の
施
行
に
伴
い
、
自
転

車
の
運
転
中
に
信
号
無
視
や
一
時

不
停
止
な
ど
の
危
険
な
ル
ー
ル
違

反
（
危
険
行
為
）
を
繰
り
返
す
と
、

自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

◇
自
転
車
運
転
者
講
習
制
度
の
な

が
れ

①
自
転
車
運
転
者
が
危
険
行
為
を

繰
り
返
す（
３
年
以
内
に
２
回
以
上
）

②
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、

都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
自
転
車

運
転
者
に
講
習
を
受
け
る
よ
う
に

命
令

③
講
習
の
受
講
（
講
習
＝
３
時
間
、

講
習
手
数
料
＝
５
，
７
０
０
円
）

※

講
習
の
受
講
命
令
に
違
反
し
た

場
合
は
、
５
万
円
以
下
の
罰
金

◇
自
転
車
運
転
者
講
習
受
講
義
務

の
対
象
と
な
る
危
険
行
為

•
信
号
無
視

•
遮
断
踏
切
へ
の
立
ち
入
り

•
指
定
場
所
で
の
一
時
不
停
止
等

•
歩
道
通
行
時
の
通
行
方
法
違
反

•
制
動
装
置
（
ブ
レ
ー
キ
）
の
不

　
良
自
転
車
運
転

•
酒
酔
い
運
転

•
通
行
禁
止
違
反

•
歩
行
者
用
道
路
に
お
け
る
車
両

　
の
義
務
違
反
（
徐
行
違
反
）

•
通
行
区
分
違
反

•
路
側
帯
通
行
時
の
歩
行
者
の
通

　
行
妨
害

•
交
差
点
安
全
進
行
義
務
違
反
等

•
交
差
点
優
先
車
妨
害
等

•
環
状
交
差
点
安
全
進
行
義
務
違

　
反
等

•
安
全
運
転
義
務
違
反

　
自
転
車
も
車
両
の
一
種
で
す
。

法
律
で
守
る
べ
き
通
行
ル
ー
ル
が

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
転
車
に

乗
る
時
、
「
事
故
を
起
こ
さ
な

い
」
、
「
事
故
に
遭
わ
な
い
」
た

め
に
も
、
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守

り
、
交
通
事
故
防
止
の
徹
底
を
心

掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
自
転
車
の
事
故
に
備
え

て
各
種
保
険
（
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
等
）

に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

問
千
葉
県
警
察
本
部

　
☎
０
４
３（
２
０
１
）０
１
１
０

◇
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
と
は

　
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
は
、
自
転
車
安
全

整
備
士
が
自
転
車
を
点
検
、
整
備

（
有
料
）
し
て
安
全
が
確
認
さ
れ

た
時
に
貼
ら
れ
る
マ
ー
ク
で
す
。

マ
ー
ク
が
貼
ら
れ
て
い
る
自
転
車

に
は
傷
害
お
よ
び
賠
償
責
任
保
険

が
付
加
さ
れ
ま
す
。
保
険
の
有
効

期
間
は
点
検
日
か
ら
１
年
間
で
す
。

　
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
の
つ
い
た
自
転
車

安
全
整
備
店
の
看
板
の
あ
る
お
店

で
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

問
千
葉
県
自
転
車
軽
自
動
車
商
協

　
同
組
合

　
☎
０
４
３（
２
６
６
）３
２
２
１

　
東
金
警
察
署
管
内
の
一
般
家
庭

に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
を
装
う
音
声
ガ

イ
ダ
ン
ス
を
流
す
手
口
や
、
息
子

を
か
た
る
男
か
ら
の
電
話
に
よ
っ

て
、
個
人
情
報
を
聞
き
出
す
事
例

が
発
生
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
「
こ
ち
ら
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
で

す
。
お
客
様
の
電
話
は
契
約
違
反

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
２
週
間
後

に
止
め
ま
す
。
詳
し
い
お
話
を
い

た
し
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
確
認
の

た
め
貴
方
の
情
報
を
確
認
し
ま

す
。
」
「
こ
の
ま
ま
で
は
会
社
を

ク
ビ
に
な
る
。
損
失
補
填
も
し
く

は
和
解
金
を
支
払
わ
な
い
と
い
け

な
い
」
な
ど
の
手
口
は
詐
欺
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
詐
欺
の
手
口
は
そ
の
ほ
か
に
も

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
少
し
で
も

お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
相
談
窓
口
、

ま
た
は
最
寄
り
の
警
察
署
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
電
話
de
詐
欺
（
振
り
込
め
詐

欺
）
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
１
２
０（
４
９
４
）５
０
６

問
東
金
警
察
署

　
☎
（54）
０
１
１
０

故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

◇
重
点
目
標

①
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止

②
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

（
特
に
自
転
車
利
用
五
則
の
周
知

徹
底
）

③
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い

着
用
の
徹
底

④
飲
酒
運
転
の
根
絶

◇
自
転
車
安
全
利
用
五
則

　
毎
年
７
月
は
、
「
社
会
を
明
る

く
す
る
運
動
」
強
調
月
間
で
す
。

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

は
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を

犯
し
た
人
た
ち
の
改
善
更
生
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
お
い
て
チ
カ
ラ
を
合
わ
せ
、

犯
罪
や
非
行
の
な
い
地
域
社
会
を

築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

　
犯
罪
や
非
行
が
生
ま
れ
る
の
は
、

地
域
社
会
で
あ
り
、
ま
た
、
罪
を

償
い
改
善
更
生
を
果
た
す
場
も
ま

た
地
域
社
会
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

罪
を
犯
し
た
人
も
非
行
の
あ
る
少

年
も
、
い
ず
れ
は
改
善
更
生
し
て

社
会
に
復
帰
し
、
地
域
社
会
の
一

員
と
し
て
よ
り
良
い
社
会
の
実
現

を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
地
域
社
会
に
根
ざ
し
、
広
く
地

域
住
民
の
理
解
と
共
感
を
得
ら
れ

る
よ
う
な
活
動
を
全
国
各
地
で
展

開
し
ま
す
。

問
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
班

　
☎
（70）
０
３
３
０

①
自
転
車
は
車
道
が
原
則
、
歩
道

は
例
外

②
車
道
は
左
側
を
通
行

③
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道

寄
り
を
徐
行

④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

　
飲
酒
運
転
・
二
人
乗
り
・
並
進

の
禁
止
、
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯
、

信
号
を
守
る
、
交
差
点
で
の
一
時

停
止
と
安
全
確
認

⑤
13
歳
未
満
の
子
ど
も
は
乗
車
用

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

問
東
金
警
察
署

　
☎
（54）
０
１
１
０

　
安
全
対
策
課
生
活
安
全
班

　
☎
（70）
０
３
８
７

安全安心コーナーこちらは消費生活センターです！

　契約後の書面の交付義務、初期契約
解除制度、不実告知等の禁止、勧誘継
続行為の禁止、代理店に対する指導等
の措置義務が新たに導入されました。
◇電気通信事業法のポイント
①契約後の書面交付義務
　電気通信事業者は電気通信サービ
スの契約が成立したときには、遅滞なく
消費者に個別の契約内容を明らかにし
た書面を交付しなければなりません。
（契約書面には料金割引の仕組みの図
示や、付随する有料オプションサービス
についての記載等を義務付け）
②契約から一定期間内に利用できる
契約解除制度（初期契約解除制度・確
認措置）
　これらの対象である場合は契約書面
にその旨の記載があります。
▶初期契約解除制度　　
•契約解除可能期間＝契約書面受領
後から８日間
•対象＝光回線サービスや主な携帯
サービス等
※ただし、端末や解除までに利用した
サービス・工事費等の費用は消費者が
負担（工事費・事務手数料については
上限額あり）
▶確認措置

•条件＝電波のつながり具合が不十分
な場合または事業者による説明が不十
分な場合
•契約解除可能期間＝サービス提供開
始日から最低８日間
•対象＝携帯電話等の端末も含めた電
気通信サービス
※事業者は契約解除までの期間のサー
ビス利用料、付随する有料オプョンサー
ビスの利用料を消費者に請求できます
◇消費者へのアドバイス！
①契約書面の交付形式、契約内容を確
認しましょう。
②電気通信サービスの契約に問題が
あったときは、早めに契約先の事業者へ
申し出ましょう。
③不安に思うことや、トラブルになった
場合は消費生活センターに相談しま
しょう。
※参考資料　国民生活センターホーム
ページ
◇市消費生活センター
▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮10
時～12時、13時～15時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝(70)０３４４
問地域づくり課市民協働推進班　
　☎（70）０３４２

ご存知ですか？ 電気通信事業法が改正されました！

まちづくり功労者
国土交通大臣表彰

　平成21年度から25年度にかけて、社会資本整
備総合交付金を活用し実施した本市の「大網東地
区都市再生整備計画」事業が平成28年度のまち
づくり功労者国土交通大臣表彰を受賞しました。

▲TSマーク

▲本事業で整備された市道（仏島地内）

　平成27年中の県内自動車盗の発生件数
は１，２７７件（暫定値）と、全国でワースト４
位という件数になっています。
　盗難に遭わないために、皆さん自身が防
犯意識を持ち、防止策を講じましょう。
▶降車後のドアロックを習慣にしましょう
　被害車両の約２割がエンジンキーを付け
たままでした。短時間の駐車でも、車を離れ
るときは窓を閉め、ドアロックしましょう。
「ほんのちょっとだから…」という油断は禁
物です。
▶照明や防犯設備のある駐車場を利用しま
しょう
　自宅の駐車場にはセンサーライトなどを
備え、月極駐車場は夜間も明るく、周囲から
の見通しの良い、管理の行き届いた駐車場
を選びましょう。
▶盗難防止機器を取り付けましょう
　被害車両の８
割は、施錠をし
ていたにも関わ
らず被害に遭っ
ています。高級
車ではないから
と油断せず、警
報装置やバー式

ハンドルロック
等、しっかりとし
た防犯対策を講
じましょう。

問東金警察署
　☎（54）０１１０

自動車の盗難防止

●今月の移動交番開設日
セブンイレブン
季美の森店

ケーヨーデイツー
大網永田店
主婦の店大網店

農村環境改善センター
いずみの里

大網白里市役所
国保大網病院

15日㈮10時～11時30分、
27日㈬14時～15時
４日㈪10時～11時30分、
21日㈭14時～15時
11日㈪14時～15時、
27日㈬10時～11時30分
15日㈮・26日㈫
10時～11時30分
19日㈫10時～11時30分
13日㈬14時～15時

●合同防犯パトロール
増穂小学校
増穂北小学校
瑞穂小学校
大網東小学校

5日㈫15時
6日㈬15時
11日㈪15時
13日㈬15時


